
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 
 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

 
 

の

辞

退

 
 

○
　

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

指

導

監

査

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 

○
　

農

業

委

員

会

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

機

構

の

指

定

に

係

農

村

振

興

課

 
 

る

事

項

の

変

更

 
 

○
　

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

 
 

○
　

〃

〃
 

 

○
　

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

 

の

完

了

        

岡

山

県

公

報

　　令和７年１１月１８日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指 

定
し
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

指
定
年
月
日 

か
な
で
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
玉
島
一
六
五
一―

一 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
一
月
一
日 

 
 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

イ
ヨ
ウ
薬
局 
矢
掛
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
田
郡
矢
掛
町
小
林
二
九
二―

一 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
六
号 

介
護
保
険
法
□
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
□
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
□
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

１ 

名
称 

す
ば
る
訪
問
看
護
ス
テ
□
シ
□
ン 

２ 

所
在
地 

総
社
市
真
壁
二
一
二 

二 

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

１ 

名
称 

医
療
法
人
さ
か
え
外
科
内
科
ク
リ
ニ
□
ク 

２ 

所
在
地 

総
社
市
真
壁
二
一
二 

三 

廃
止
の
届
出
を
受
理
し
た
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日 

四 

介
護
保
険
事
業
所
番
号 

三
三
六
〇
八
九
〇
〇
一
〇 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

訪
問
看
護 

 
 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



□
五
一
四
□
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
□
第
四
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
農
業
委
員
会
ネ
□
ト
ワ
□
ク
機
構
に
つ
い
て
□
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
に
係
る
事
項
を
変
更
し
た
農
業
委
員
会
ネ
□
ト
ワ
□
ク
機
構 

 
 

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
農
業
会
議 

二 

変
更
事
項 

 

１ 

住
所 

 
 

 

変
更
前 

岡
山
市
北
区
磨
屋
町
九
番
一
八
号 

 
 

 

変
更
後 

岡
山
市
中
区
平
井
七
丁
目
九
番
二
三
号 

 

２ 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 

変
更
前 

岡
山
市
北
区
磨
屋
町
九
番
一
八
号 

 
 

 

変
更
後 

岡
山
市
中
区
平
井
七
丁
目
九
番
二
三
号 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
日 

四 

変
更
の
理
由 

 
 

事
務
所
の
建
替
工
事
の
た
め 
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□
五
一
五
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

小
田
郡
矢
掛
町
上
高

末
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
十
一
月
五
日
か
ら
令

和
八
年
一
月
十
五
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



□
五
一
六
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

小
田
郡
矢
掛
町
上
高

末
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
十
一
月
五
日
か
ら
令

和
八
年
一
月
二
十
六
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



□
五
一
七
□
建
築
基
準
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
□
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
□
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
□ 

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
□
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
□
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

  

岡
山
県
指
令
美
作
局

建
第
六
〇
一
二
号 

令
和
七
年
十
一
月
七

日 番

号 

指

定

年

月

日 
勝
田
郡
勝
央
町
勝
間
田
字
横
町
六
三
九

番
四 

道

路

の

位

置 

四
・
〇
〇 

 

道
路
の
幅
員 

(

メ
□
ト
ル) 

三
五
・
〇
〇 

 
 

 
 

  

道
路
の
延
長 

(

メ
□
ト
ル) 

令和７年１１月１８日　岡山県公報　第１２７５４号



□
五
一
八
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
新
本
字
小
砂
六
九
四
六
番
一 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
新
本
六
九
四
四
番
地 

石
原
虎
太
郎 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
二
号 
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